
 

平成 20 年 1 月 30 日 

第十管区海上保安本部            

 

 

 

冬季安全推進週間の実施について 

 当本部管内では，下記のとおり釣り愛好者に対する「冬季安

全推進週間」を実施しております。 

 これは，過去、マリンレジャー活動のうち釣り愛好者の海中

転落者による死亡・行方不明が，2 月，3 月に多発しているとい

う分析結果から，冬季の釣りシーズンを前に，釣り愛好者への

安全指導の徹底を図ることを目的としております。  
 

1 実施日時 

  平成 20 年 1 月 28 日(月)～2 月 3 日(日) 

2 実施場所 

  地磯，防波堤，港内の岸壁 

3 内容 

   釣りをしている方々へ，小冊子「安全な釣りのために!」(釣

りのヒヤリハット集)を配布のうえ，事故防止の啓発活動を実施

する。 

(別添「安全な釣りのために!」参照) 

4 その他 

   当活動にあわせ，ほかのマリンレジャー愛好者に対しても，

自己救命策 3 つの基本(「ライフジャケットの常時着用」「携帯

電話等連絡手段の確保」「118 番の有効活用」)を呼びかけ，自

己救命策の確保を推進する。 

 

問い合わせ先 

警備救難部救難課 

救難課長 前畠 学 

TEL：099-250-9800（内線 3250）




